
�．はじめに

子どものための養子縁組として特別養子縁組が

日本にできて１１年になる。しかし、特別養子縁組

の容認件数が平成４年度以降今日まで４００件台に

定着したままで増加していない（星山 １９９９）の

はなぜであろうか。特別養子縁組が、児童福祉の

一環として伸び悩む理由として、法律やシステム

についても検討しなければならないが、今回の調

査では人々の意識面に焦点をしぼった。

米国の養子縁組への力の入れようは相当なもの

である。１９９７年４月から９月の半年間だけを見て

も、全州の公的児童福祉機関斡旋により成立した

養子縁組は１万件を越える（U.S. DHHS １９９９）

が、米国で今一番注目されている変化の一つに、

産みの親、養子、養親の三者間で何らかのかたち

でコミュニケーションを維持するオープンアダプ

ション（桐野 １９９９）が法律化されてきたことで

あろう。事実、アメリカでは５０州中１７州が、州ご

とにオープン度や条件の差はあるが、すでにオー

プンアダプションを法律化している（Evan B.

Donaldson Adoption Institute１９９８）。

ここでオープンアダプションが米国で法的にも

取り入れられた理由を簡単に述べておく。従来養

子縁組はどうしても養親のニーズを重視しがちで

あったが、最近になって、産みの親のニーズも重

要視されてきたのである。養子にとっては産みの

親も養親と同様にかけがえのない存在であること

を米国では一般に認めていることは言うまでもな

い。縁組成立後は法律上、産みの親はもう親では

ないが、養子は産みの親との関係を、なんらかの

かたちで維持したほうが健全であると認めている

のがオープンアダプションなのである。

一方日本では、実の親とのつながりを法律的に

終了せずに、子どもは成人に達するまで施設等で

暮らし、社会自立援助サービスを受けて社会に出

ていくのが児童保護サービスの主流となっている

ようである。

関西学院大学社会学部紀要第８１号に記載された

「意識調査を通してみた日本の子どものための養

子縁組その１：当時者と非当事者の比較」（以降

「その１」と記載する）では、日本の一般市民と

専門職間で統計的に有意な差があまりみられな

かったために両者を統合して非当事者として分析

した（桐野 １９９８）。それに対し今回は日本と米

国の専門職、つまり養子縁組担当ワーカーの養子

縁組に関する意識を比較することにより、日本で

も児童福祉の一環として養子縁組（特別養子縁組）

をさらに促進するには、どの様な意識・考え方を

今後強化すればよいかをみた。なお、アメリカの

すべての養子縁組は日本の特別養子縁組に相当す

る。

今回の調査では次の５つの仮説をたてた。

１．日米専門職間で、子どものための養子縁組に

対する好感度に差がある。

２．日米専門職間で、産みの親の、子どもを養子

に出す気持ちに対する共感度に差がある。

３．日米専門職間で、養子が産みの親と養親の両

方を大事に思う気持ちに対する共感度に差が

ある。

４．日米専門職のオープンアダプションに対する

共感度に差がある。つまり、産みの親、養子、

養親の間に何らかのコミュニケーションがあ
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る方がよいと思う度合いに、差がある。

５．日米専門職の否定的対処法に対する共感度に

差がある。

なお、今回の調査票作成にあたり使用した理論

は主に、産みの親、養子、養親の相互関係を重視

する DemickとWapnerの組織相関理論（Orga-

nizational-Relational Theory）と、血縁関係重

視社会の中での養子縁組を説く Kirkの運命分か

ち合い理論（Shared Fate & Adoptive Kinship）

であり、その詳細については「その１」（桐野

１９９８）を参照していただきたい。

	．方 法

１調査対象

今回の調査対象は次の２グループで、合計１９８

名を選んだ。

１．日本の専門職として全国１７５（１９９９年現在１７４）

の児童相談所の里親・養子縁組担当ワーカー

それぞれ１名

２．米国の専門職としてカリフォルニア州アルミ

ダ郡立子ども家庭福祉局養子縁組斡旋課

（Almeda County Social Services/Adoption

Division）勤務の養子縁組担当ワーカー２３名

アルミダ郡子ども家庭福祉局はオークランド市

内にあり、１０年程前までは一つのオフィスであっ

たが、今は１．緊急応答・要保護調査課（the Fam-

ily Response Unit and Dependency Investiga-

tions）２．家庭復帰・家庭維持課（Family Re-

unification and Family Maintenance）３．長

期里親委託課（Long-Term Foster Care）４．養

子縁組課（Adoption）の４つが独立して存在す

る。

アルミダ郡養子縁組斡旋局には４人のスーパー

バイザーの下に２３名の養子縁組担当ワーカーが所

属している。その内訳は、ホームスタディー担当

のワーカー（homestudy worker）２名、養子縁

組委託専門ワーカー（placement specialist）１

名、養子担当ワーカ（children’s worker）５名、

連邦養子縁組補助金担当ワーカー（Adoption As-

sistance Program worker）１名、実父母の親権

終了の裁判所手続きを担当するワーカー（court

worker）６名、インディペンデントアダプショ

ンと連れ子養子縁組の両方を担当するワーカー２

名、新しく里親・養親になる人たちへのトレーニ

ング担当の４名のワーカー、里親認可専門ワー

カー（foster care licensing worker）１名、そし

て里親・養親リクルート専門のワーカー（adop-

tion and foster parent recruiter）１名となって

いる。

このメンバーでアルミダ郡養子縁組課では１９９７

年度（１９９７年７月１日～１９９８年６月３０日）に、要

保護児童の養子縁組１７６件が成立した。そのほか

に、毎年１００～１２０件の連れ子養子縁組のホームス

タディー、同様に１００～１２０件の個別養子縁組（in-

dependent adoption）のホームスタディーも行

なっている（Carico１９９８）。

これに対し、日本全国の特別養子縁組の統計を

みると、１９９６年度（平成８年度）に申し立てられ

た特別養子縁組５３２件のうち全国１７４の児童相談所

や社会福祉機関等の斡旋を経て申し立てられたも

のは約７割（３６８件）で、そのうちの約７分の６

が児童相談所斡旋のものである（星山 １９９９）と

いうから、日本の公的機関（児童相談所）が斡旋

する縁組の件数はアメリカと比べると非常に少な

いと察する。

２調査質問用紙と手続き

まず、１９９７年６月４日に全国児童相談所所長あ

てに調査用紙を、調査票回答依頼状と返信用封筒

を添えて郵送した。そして同年７月末に完成調査

用紙の回収を終えた。なお、質問項目の詳細は「意

識調査その１」を参照していただきたい（桐野

１９９８）。

次に、筆者は１９９８年８月２６日にカリフォルニア

州アルミダ郡子ども家庭福祉局養子縁組斡旋課を

訪問した。訪問の目的の一つはスーパーバイザー

キャリコ氏と面接し、カリフォルニア州の養子縁

組の現状について聴き取り調査をすることであっ

た。これに関する詳細は調査報告書『養子・里親

斡旋問題の再検討と改革の提言』（財団法人地域

社会研究所 １９９９）をみていただきたい（桐野

１９９９）。訪問の第二の目的は、今回の日米専門職

の意識調査協力の依頼をすることであった。当局

は快く引き受けてくださり、養子縁組担当ワー

カー２３名分の質問用紙（日本専門職が回答した調

査票の英語版。日本語版は「その１」に記載され
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ている。英語版は本論の末尾にある【資料１】を

参照していただきたい。）をキャリコ氏に渡した。

エアメールでキャリコ氏から郵送された米国専門

職の完成調査票は９月の下旬に受け取った。

回収率は日本専門職が６６％（１７５名中１１６名）で、

米国専門職は７８％（２３名中１８名）であった。

なお、データ分析には統計ソフト SPSSを使

用した。SPSSでは、２×２の表の期待度数のう

ちのいくつかが５未満であるときは Fisherの直

接法（Fisher’s exact test）で自動的に検定が実

行されるので、今回のように期待度数が小さい時

の２×２の表の場合に適している。


．結 果

１．属 性

抽出標本の内訳は日本専門職８６．６％（n＝

１１６）、米国専門職１３．４％（n＝１８）であったが、

まず養子縁組担当ワーカーの性別をみると、日本

の場合男性が約６割（n＝６９）で、やや男性の方

が多かったのに比べ、アメリカの場合は殆ど

（８８．９％，n＝１６）が女性であった。平均年令は

日本は４３．５才、米国が４９．０才で米国のワーカーの

年令の方が高かった。また、日本のワーカーの方

が既婚者が圧倒的に多かった（日本８１．７％，米国

５５．６％）。

参考に述べると、カリフォルニア州社会福祉局

（California Department of Social Services）公

務員養子縁組専門職として、Adoptions Special-

ist, Adoptions Supervisor�，Adoptions Super-

visor�の３種類があり、随時面接１００％（７０点以
上合格）の試験が実施されている。３種類とも受

験資格は社会福祉専攻修士（MSW: Masters in

Social Work）取得者であり、月給は＄２８５３．００

～＄３５５５．００（＄１＝￥１１０として￥３１３，８３０～３９１，０５０）

と割に高いようである（California Department

of Social Services１９９９）。

それに対し日本の児童福祉司になるには、児童

指導員専門養成施設か四年制大学の社会福祉学

部、学科を卒業し、そして児童相談所の設置主体

である県または政令指定都市の公務員になること

が必要である（日本社会福祉実践理論学会

１９９７）。しかし、養子縁組ケースの多い米国カリ

フォルニア州のように、特に養子縁組担当ワー

カーとしての肩書きはない。

今回のデータにも上記の資格制度の違いが反映

しており、米国グループの６１％が修士取得者で、

日本グループでは修士取得者は一人もおらず、最

終学歴の最高は四年生大学卒業であった（【表１】

参照）。

２．養子縁組に対しての好感度

まず養子縁組に全般に対しての質問項目�．１１
「養子縁組がもっとふえたらよいと思う」に対す

る賛否をみると、日米全部のワーカー（n＝１３４）

の過半数（６１．２％、n＝８２）が賛成であった。そ

の内日本専門職は６６．０％（n＝７０）、米国専門職

は８０．０％（n＝１２）が賛成していたが、２グルー

プの差は統計的に有意ではなかった（Fisherの

直接法で p＝．２１９）。

３．養子縁組当事者の気持ちに共感

A．産みの親に対する共感度：

次に産みの親への共感度２項目（�．１．２「（産
みの親は）子供の幸せを思ったので子どもを手放

した」、�．１「産んだ子どもを養子にした産みの
親の気持ちがよくわかる」）の各項目を検討した

（【表２】【表３】参照）。その結果、両方の項目で

産みの親に共感する米国専門職の割合のほうがか

なり大きく（�．１．２では日本専門職６９．６％、米国
専門職９４．４％が賛成で、�．１では日本専門職
６５．４％、米国専門職９４．１％が賛成）、日米専門職

間の差は５％水準でそれぞれ統計上有意であった

（�．１．２：Fisherの 直 接 法 検 定 で p＝．０２０，

�．１：Fisherの直接法で p＝．０２１）。

B．養子に対する共感度：

日本専門職と米国専門職両グループの、養子

が、産みの親と養親の両方を大事に思う気持ちへ

の共感度の項目（�．２．６）を比較すると（【表４】
参照）、養子が産みの親と養親の両方を大事な人

と思っている気持ちに、日本専門職の８１．８％、米

国専門職の１００％が共感しており、その差は３％

水準で統計的に有意であった（Fisherの直説法で

p＝．０３７）。このことから、どちらもかなり高い数

値であるが米国の養子縁組担当ワーカーの方が日

本のワーカーに比べて、養子に対する共感度がよ

り高かったといえる。

C．養親に対する共感度：
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養親に対する共感度に関しては、項目�．１０「こ
の子を産まなかったけれど、私は親としての実感

がある」をみると、両グループとも大半（日本専

門職の９９．１％、米国専門職の８７．５％）が共感して

いるが、日本の専門職の方がより共感しており、

その差は５％水準で統計的に有意であった

（Fisherの直接法で p＝．０４３：【表５】参照）。

４．養子縁組当事者間のコミュニケーション

養子縁組当事者間のコミュニケーションに関し

て、まずオープン度全般についての項目�．５「産
みの親と育ての親と養子の三者間のコミュニケー

ションが保たれるべきだ」をみた（【表６】参照）。

３３．０％の日本専門職が賛成しており、これは、

８６．７％の米国専門職が賛成しているのに比べてか

なり低く、２グループ間の差は１％の有意水準で

有意であった（Fisherの直接法で p＝．０００）。

次に、下記の A. B. 欄に示したように、質問項

目（�．２～６）で、当事者と非当事者が、どの程
度の養子縁組当事者間（養親、産みの親、養子）

のオープン度（�クローズド、�セミオープン、
�オープンアダプション）を好むかを比較した。

A．クローズドアダプション：

クローズドアダプション（産みの親とのコミュ

ニケーションは一切取らない養子縁組）への共感

度に関する項目�．２を検討した（最低値１，最高
値５）結果、クローズドアダプションへの共感度

の平均値は、日米専門職両方とも３．０であり、平

均値の差は．０００であった。また α＝５％で t検定

（両側検定）をした結果、p＝１．０００で、２グルー

プ間の差は統計的に有意でなかった。

現在日米両国を含めて世界的に、クローズドア

ダプションを行なう際にも、子どもが養子である

ことを子どもに伝える（真実告知する）のが良い

と認められている。その、クローズドアダプショ

ンの際に真実告知をすることへの共感度（項目

�．１）を見てみると（最高値５，最低値１）、日
本専門職の平均値が１．８８、米国専門職が１．２８で、

この差は有意であった（α＝５％，t＝２．５８６，df

＝１３１，p＝．０１１：両側検定 【表７】参照）。

これらの結果より、両グループとも低い値で、

つまり子どもに養子である事実を伝えないことに

かなり反対しているが、米国専門職のほうが日本

専門職よりも、より反対していると言えるであろ

う。

次に、クローズドアダプションの質問項目―

�．１．７「（産みの親は）養子にして以来、子ども
にも育ての親にも連絡をとっていないし、将来も

連絡はとらないほうがよいと思う」では、アメリ

カ専門職の５２．９％が共感したのに対し、日本専門

職の７８．２％が共感し、２グループの差は有意水準

５％で有意であった（p＝．０３６：Fisherの直接法

で）（【表８】参照）。このことから、日本専門職

の方がクローズドアダプションを好む傾向がある

といえるであろう。

B．セミオープンアダプション：

セミオープンアダプションの共感度に関する２

項目は�．３「育ての親を選択する時に、産みの親
が意見を述べる機会をつくる」と�．５「養子縁組
成立後、育ての親が福祉機関を通して子どもの写

真を産みの親に送る」であり、両グループの平均

値と、α＝５％で行なった t検定（両側検定）の

結果は【表７】の通りである（�．３での日本専門
職平均値２．４６，米国４．２２、�．５での日本専門職平
均値２．６９，米国４．６１）。両項目で米国グループの

平均値のほうが日本のそれよりもかなり高く、そ

の差は統計的に有意であっ た（�．３：t＝

－７．４６３，df＝２８．３５４，p＝．０００：unequal．�．５：
t＝－９．１８７，df＝２８．５９５，p＝．０００：unequal.)。

両項目で、両グループ間に差がかなりあることか

ら、米国専門職の方が日本専門職よりセミオープ

ンアダプションを好んでいるといえる。

C．オープンアダプション：

a）オープンアダプション全般

日本と米国の専門職両グループの、低度から高

度のレベルにわたるオープンアダプションに対す

る共感度の７項目（�．１．９、�．１．１０、�．２．９、
�．２．１０、�．３．１、�．３．１１、�．５：最低値０，最
高値８）の和の平均値を比較した（【表９】参照、

最低値０、最高値８）。日本専門職の平均値は２．９５

で、米国専門職の平均値６．２８と比べて非常に低

かった。α＝５％で t検定（両側検定）をした結

果、両グループの差は統計的に有意であった（t

＝－６．１４０，df＝１２７，p＝．０００：equal）。

b）養子縁組成立前のオープン度

質問項目�．４「産みの親が養子縁組成立前に育
ての親に会う」に対しての好感度の平均値を、日
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本専門職と米国専門職のグループ間で比較した結

果（最低値１，最高値５）、米国専門職グループ

の方（４．２８）が日本専門職グループ（２．５１）より

かなり高く、両グループの平均値の差は統計的に

有意であった（t＝－７．４１８，df＝２７．２１４，p＝．０００：

unequal，【表７】参照）。

同じように、養子縁組成立前に、産みの親と養

親が会うことへの共感度をみる質問項目�．３．１
で、殆どの米国専門職（９４．４％）が産みの親と養

親が縁組成立前に会うのに賛成しているのに比

べ、日本専門職の場合、約半分（５１．９％）しか賛

成していなかった。この２グループ間の差は１％

の有意水準で有意であった（Fisherの直接法で

p＝．０００【表１０】参照）。

c）養子縁組成立後の高レベルのオープン度

養子縁組成立後の高レベルのコミュニケーショ

ン・オープン度を表す項目�．６「養子縁組成立
後、福祉機関の仲介なく、育ての親と産みの親が

連絡を取り合う」での、２グループの平均値と、

α＝５％で行なった両側検定の結果を【表７】に
示した（最低値１，最高値５）が、米国専門職の

高レベルのオープンアダプションへの共感度

（３．８９）は日本専門職（２．３０）より高く、両グルー

プの平均値の差は統計的に有意であった（t＝

－６．２２１，df＝１３１，p＝．０００：equal)。

また、質問項目�．６と同様に高いレベルのオー
プン度、つまり、産みの親、育ての親、養子の三

者間で直接コミュニケーションをとる他の４項目

（�．１．９「産みの親が、子どもの誕生日に必ず子
どもに電話をする」、�．１．１０「産みの親が、子ど
もの誕生日は必ず育ての親家庭と一緒に祝う」、

�．２．９「養子が、産みの親に気軽に電話できる」、
�．３．１「養親が、産みの親と家族同様のつきあい
をしている」）に対する共感度の和の平均を２グ

ループ間で比較した（最低値０，最高値４）。日

本専門職の平均値が０．７１、米国専門職の平均値が

２．７２で、米国専門職の方がかなり高く、この差は、

５％水準での t検定（両側検定）の結果、統計的

に有意であった（t＝－５．３３３，df＝２０．４６２，p

＝．０００：unequal，【表１１】参照）。

５．血縁関係重視

最後に、血縁関係に関する２項目を分析した。

まず、血縁重視の社会に関する項目�．６「育ての

親と迎えられた子どもは肩身の狭い思いをする」

をみると（【表１２】参照）、日本専門職グループの

１５．７％が共感しているの比べ、米国専門職の

４０．０％が共感しており、この差は５％水準で有意

であった（Fisherの直接法で p＝．０３５：両側検

定）。このことから、米国専門職のほうが、血縁

関係のない養親子は社会的にハンディキャップを

もっていることを、日本の専門職に比べ、もっと

認めていると言えるであろう。もともと米国で

オープンアダプションを法律化したいきさつは、

彼らが血縁関係（産みの親と養子間の）を重視す

ることから始まっていることも指摘しておきた

い。

次に、養親の、ハンディキャップに対する否定

的対処法（血のつながっていない事実からの逃避）

への共感度（�．３．４）をみると、米国専門職
（３１．３％）と比べて、日本専門職の約８割（８１．７％）

という大きな割合で養親の否定的対処法に共感し

ており、この両グループの差は統計的に有意で

あった（Fisherの直接法で p＝．０００：両側検定

【表１３】参照）。
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【表１】属 性
性 別

category
合 計

日本専門職 米国専門職

性別 男性 度数
category の％

６９
５９．５％

２
１１．１％

７１
５３．０％

女性 度数
category の％

４７
４０．５％

１６
８８．９％

６３
４７．０％

合計 度数
category の％

１１６
１００．０％

１８
１００．０％

１３４
１００．０％

年 齢

category

日本専門職 米国専門職 合 計

平均値
最小値
最大値

４３．５０
２３
６５

４９．００
３３
６４

４４．２１
２３
６５

結婚歴

category
合 計

日本専門職 米国専門職

結婚
歴

独身 度数
category の％

１８
１５．７％

３
１６．７％

２１
１５．８％

既婚 度数
category の％

９４
８１．７％

１０
５５．６％

１０４
７８．２％

別居 度数
category の％

１
．９％

１
．８％

離婚 度数
category の％

２
１．７％

５
２７．８％

７
５．３％

合計 度数
category の％

１１５
１００．０％

１８
１００．０％

１３３
１００．０％

最終学歴

category
合 計

日本専門職 米国専門職

最終
学歴

高等学校
卒業

度数
category の％

１８
１５．５％

１８
１３．４％

専門学校
卒業

度数
category の％

５
４．３％

５
３．７％

短期大学
卒業

度数
category の％

５
４．３％

５
３．７％

大学卒業 度数
category の％

８８
７５．９％

７
３８．９％

９５
７０．９％

そ の 他
（修士）

度数
category の％

１１
６１．１％

１１
８．２％

合計 度数
category の％

１１６
１００．０％

１８
１００．０％

１３４
１００．０％

【表２】子どもの幸せを思って子どもを手放した産みの親に共感（
．１．２）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．１
．２

はい 度数
category の％

７８
６９．６％

１７
９４．４％

９５
７３．１％

いい
え

度数
category の％

３４
３０．４％

１
５．６％

３５
２６．９％

合計 度数
category の％

１１２
１００．０％

１８
１００．０％

１３０
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

４．８４８b

３．６７０
６．２１９

４．８１１

１３０

１
１
１

１

．０２８
．０５５
．０１３

．０２８
．０４１ ．０２０

a．２×２表に対してのみ計算
b．１セル（２５．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は４．８５。

【表３】産んだ子を養子として手放した産みの親に共感（�．１）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．１ はい 度数
category の％

７０
６５．４％

１６
９４．１％

８６
６９．４％

いい
え

度数
category の％

３７
３４．６％

１
５．９％

３８
３０．６％

合計 度数
category の％

１０７
１００．０％

１７
１００．０％

１２４
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

５．６８４b

４．４１４
７．２３１

５．６３８

１２４

１
１
１

１

．０１７
．０３６
．００７

．０１８
．０２１ ．０１２

a．２×２表に対してのみ計算
b．０セル（．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は５．２１。
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【表４】産みの親も養親も大事と思う養子に共感（
．２．６）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．２
．６

はい 度数
category の％

９０
８１．８％

１８
１００．０％

１０８
８４．４％

いい
え

度数
category の％

２０
１８．２％

２０
１５．６％

合計 度数
category の％

１１０
１００．０％

１８
１００．０％

１２８
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

３．８７９b

２．６２２
６．６３９

３．８４８

１２８

１
１
１

１

．０４９
．１０５
．０１０

．０５０
．０７４ ．０３７

a．２×２表に対してのみ計算
b．１セル（２５．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は２．８１。

【表５】血のつながりはないが、親としての実感がある養親に共感（
３．１０）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．３
．１０

はい 度数
category の％

１０８
９９．１％

１４
８７．５％

１２２
９７．６％

いい
え

度数
category の％

１
．９％

２
１２．５％

３
２．４％

合計 度数
category の％

１０９
１００．０％

１６
１００．０％

１２５
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

７．９９１b

３．８１１
４．８７５

７．９２７

１２５

１
１
１

１

．００５
．０５１
．０２７

．００５
．０４３ ．０４３

a．２×２表に対してのみ計算
b．２セル（５０．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は．３８。

【表６】「当事者間のコミュニケーションを保つべきだ」に共感（�．５）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．５ はい 度数
category の％

３５
３３．０％

１３
８６．７％

４８
３９．７％

いい
え

度数
category の％

７１
６７．０％

２
１３．３％

７３
６０．３％

合計 度数
category の％

１０６
１００．０％

１５
１００．０％

１２１
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

１５．８０２b

１３．６４０
１６．２８５

１５．６７２

１２１

１
１
１

１

．０００
．０００
．０００

．０００
．０００ ．０００

a．２×２表に対してのみ計算
b．０セル（．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は５．９５。
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【表７】	．１～６ T検定

category N 平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差

�．１ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

１．８８
１．２８

．９１
．９６

８．４８E‐０２
．２３

�．２ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

３．００
３．００

１．０５
．９１

９．８０E‐０２
．２１

�．３ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

２．４６
４．２２

１．２２
．８８

．１１
．２１

�．４ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

２．５１
４．２８

１．１８
．８９

．１１
．２１

�．５ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

２．６９
４．６１

１．０９
．７８

．１０
．１８

�．６ 日本専門職
米国専門職

１１５
１８

２．３０
３．８９

．９９
１．１３

９．２４E‐０２
．２７

等分散性のための
Leveneの検定

２つの母平均の差の検定

F値
有 意
確率

t値 自由度
有 意
確率
（両側）

平 均
値 の
差

差の標
準誤差

差の９５％信頼区間

下限 上限

�．１ 等分散仮定
仮定しない。

１．４９１ ．２２４ ２．５８６
２．４８９

１３１
２２．０６６

．０１１
．０２１

．６０
．６０

．２３
．２４

．１４
．１０

１．０６
１．１０

�．２ 等分散仮定
仮定しない。

１．３３６ ．２５０ ．０００
．０００

１３１
２４．７３０

１．０００
１．０００

．００
．００

．２６
．２４

－．５２
－．４８

．５２
．４８

�．３ 等分散仮定
仮定しない。

３．９８１ ．０４８ －５．９００
－７．４６３

１３１
２８．３５４

．０００
．０００

－１．７６
－１．７６

．３０
．２４

－２．３５
－２．２４

－１．１７
－１．２８

�．４ 等分散仮定
仮定しない。

４．２４６ ．０４１ －６．０７０
－７．４１８

１３１
２７．２１４

．０００
．０００

－１．７６
－１．７６

．２９
．２４

－２．３４
－２．２５

－１．１９
－１．２８

�．５ 等分散仮定
仮定しない。

５．５０８ ．０２０ －７．２１５
－９．１８７

１３１
２８．５９５

．０００
．０００

－１．９２
－１．９２

．２７
．２１

－２．４５
－２．３５

－１．４０
－１．５０

�．６ 等分散仮定
仮定しない。

．１７５ ．６７７ －６．２２１
－５．６４３

１３１
２１．２７８

．０００
．０００

－１．５９
－１．５９

．２６
．２８

－２．１０
－２．１８

－１．０９
－１．０１

【表８】「産みの親は養親子とコミュニケーション無し」に共感（
．１．７）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．１
．７

はい 度数
category の％

８６
７８．２％

９
５２．９％

９５
７４．８％

いい
え

度数
category の％

２４
２１．８％

８
４７．１％

３２
２５．２％

合計 度数
category の％

１１０
１００．０％

１７
１００．０％

１２７
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

４．９７７b

３．７２８
４．４６０

４．９３８

１２７

１
１
１

１

．０２６
．０５４
．０３５

．０２６
．０３６ ．０３１

a．２×２表に対してのみ計算
b．１セル（２５．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は４．２８。

【表９】オープンアダプション共感度７項目（反転後）
（最低値０、最高値７）

category N 平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差

変換後オー
プン７項目

日本専門職
米国専門職

１１１
１８

２．９５
６．２８

２．１５
２．０２

．２０
．４８

オープン７項目

等分散を仮定する。 等分散を仮定しない。

等分散性のための
Leveneの検定

F値
有意確率

．１５６
．６９３

２つの母平均
の差の検定

t値
自由度
有意確率（両側）
平均値の差
差の標準誤差

差の９５％信頼区間
下限
上限

－６．１４０
１２７
．０００
－３．３３
．５４

－４．４１
－２．２６

－６．４２１
２３．６８８
．０００
－３．３３
．５２

－４．４０
－２．２６
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【表１０】「養子縁組成立前に産みの親と養親が会う」ことに共感（
．３．１）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．３
．１

はい 度数
category の％

５６
５１．９％

１７
９４．４％

７３
５７．９％

いい
え

度数
category の％

５２
４８．１％

１
５．６％

５３
４２．１％

合計 度数
category の％

１０８
１００．０％

１８
１００．０％

１２６
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

１１．４８５b

９．８０４
１４．１８９

１１．３９４

１２６

１
１
１

１

．００１
．００２
．０００

．００１
．００１ ．０００

a．２×２表に対してのみ計算
b．０セル（．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は７．５７。

【表１１】高度（完全）オープン好感度平均値（最低値０，最高値４）

category N 平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差

変換後オー
プン７項目

日本専門職
米国専門職

１１１
１８

．７１
２．７２

１．１９
１．５３

．１１
．３６

オープン７項目

等分散を仮定する。 等分散を仮定しない。

等分散性のための
Leveneの検定

F値
有意確率

４．８２９
．０３０

２つの母平均
の差の検定

t値
自由度
有意確率（両側）
平均値の差
差の標準誤差

差の９５％信頼区間
下限
上限

－６．３９６
１２７
．０００
－２．０１
．３１

－２．６３
－１．３９

－５．３３３
２０．４６２
．０００
－２．０１
．３８

－２．８０
－１．２３

【表１２】「肩身の狭い養親子」に共感（�．６）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．６ はい 度数
category の％

１７
１５．７％

６
４０．０％

２３
１８．７％

いい
え

度数
category の％

９１
８４．３％

９
６０．０％

１００
８１．３％

合計 度数
category の％

１０８
１００．０％

１５
１００．０％

１２３
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

５．０９９b

３．６２８
４．３０６

５．０５７

１２３

１
１
１

１

．０２４
．０５７
．０３８

．０２５
．０３５ ．０３５

a．２×２表に対してのみ計算
b．１セル（２５．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は２．８０。

【表１３】養親の否定的対処法に共感（
．３．４）

category
合 計

日本専門職 米国専門職

�．３
．４

はい 度数
category の％

８９
８１．７％

５
３１．３％

９４
７５．２％

いい
え

度数
category の％

２０
１８．３％

１１
６８．８％

３１
２４．８％

合計 度数
category の％

１０９
１００．０％

１６
１００．０％

１２５
１００．０％

値 自由度
漸近有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（両側）

正確有
意確率
（片側）

Pearsonのカイ２乗
連続修正a

尤度比
Fisherの直接法
線型と線型に
よる連関
有効なケース
の数

１９．００４b

１６．３９８
１６．２５０

１８．８５２

１２５

１
１
１

１

．０００
．０００
．０００

．０００
．０００ ．０００

a．２×２表に対してのみ計算
b．１セル（２５．０％）は期待度数が５未満。最小期待度数は３．９７。
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�．考察と結論

日本の人たちのどのような意識や考えかたを強
化すれば今後子どものための養子縁組が増えるだ
ろうかを探るために意識調査を実施し、今回は第
二部として、公的機関にたずさわる日米養子縁組
専門職の考え方を比較した。
分析の結果４つの仮説が支持された。それによ
るとまず、日本の養子縁組担当ワーカーは、養親
の気持ちに対しては米国専門職より強く共感して
いる一方で、産みの親の、子どもを養子に出す気
持ちには、米国の養子縁組担当ワーカーほど強く
共感していない。これは、産んだ限りはどこまで
も自分で育てなければならないという考え方のあ
らわれであろうか。もしそうであれば、日本でも、
産みの親に対するサービスをより徹底的に発展さ
せていく姿勢をより強めていかねばならないと筆
者は考える。
また一方で、養子が産みの親と養親の両方をか
けがえのない人と思う気持ちには、多少の差は
あったが、日米両専門職が高度の共感を示してい
た結果が出たことから、もう一歩前進して、日本
の子どもたちは一体、自分の産みの親とどういう
かたちの関係でいたいのかを、子どもたちに直接
聞くことが我々の次の課題であると痛感した。
当事者間（産みの親、養子、養親）のコミュニ
ケーションについての結果より、日本専門職は米
国専門職と比べると、セミオープンアダプション
を含めて、オープンアダプションをあまり好まな
い傾向にあることがわかる。米国でも、クローズド
アダプションとオープンアダプションのどちらを
選択するかは、あくまで各産みの親と各養親の選
択にまかされている。しかし、これから日本でも
養子縁組成立件数を増やしたいと願う筆者として
は、クライエントへの選択肢を増やすという意味
で、何らかのかたちで産みの親と養子とのつなが
りを保つオープンアダプションが日本でも考慮さ
れる可能性はないだろうかと思索するのである。
なお、当事者間のコミュニケーションについて
のもうひとつの調査結果から、一般に児童福祉界
では養子であることを子どもに伝える（真実告知）
ことは不可欠であると認められているものの、ま
だそう考えていない日本の専門職も少なくはない
ことがうかがえる。これは、血縁関係の調査結果

のひとつである、養親が養子縁組について否定的
対処法をとること―つまり、養子であることを隠
す、養親が、養子をあたかも自分で産んだ子ども
のようにふるまうこと―にかなり多くの日本の養
子縁組担当ワーカーが賛成していることにつな
がっていると思われる。子どものための養子縁組
を日本でも増やすには、血がつながっていないと
いう養親子のもつ、ある意味でのハンディキャッ
プを認め、それに対して肯定的に対処するよう、
はたらきかけることが、まずは必要となってくる
であろう。また、米国のワーカーの一人から、「虐
待やネグレクトで親権を略奪された産みの親の場
合よりも、自らすすんで親権を放棄した産みの親
の方が、養子縁組成立後、子どもや養親とコンタ
クトする機会をより多くもつ権利がある」という
興味深いコメントをいただいたことも付け加えて
おきたい。
このように養子縁組担当ワーカーの考え方を検
討してきたが、児童福祉法改正後、非常に多くの
児童福祉のテキスト等が出版されている中、要養
護児童対象サービスとしての特別養子縁組のこと
を詳しく説明しているものは極めて少ないことを
みると、公立機関の実践者が養子縁組を子どもの
処遇として重視していないというのではなく、司
法、立法、行政、教育機関等を含めた国全体の考
え方がここに反映していると考えたほうがよいの
かもしれない。
養育里親や施設にいる子どもたちがどうしても
元の親のもとに帰れない場合は、できるだけ早く
新しい養親家庭に子どもを迎えてもらうことを最
優先するパーマネンシープランニングは今、ユニ
バーサルな理念となっている。日本でも、施設か
ら社会自立へという処遇を考える前に、元の家庭
に復帰するのがどうしても不可能な場合には、養
子縁組の可能性をもっと専門家が考慮する日が、
一日も早く来ることを願ってやまない。そのため
にも、今のように特別養子縁組の対象児の年齢を
６才未満と限定せずに、０才から１８才のすべての
要養護児童が特別養子縁組の対象になるべきでは
ないだろうか。
最後になったが、調査に協力していただいた全
国児童相談所とカリフォルニア州アルミダ郡養子
縁組斡旋局の方々に心から感謝の意を表したい。
そして、この調査報告を英訳して米国の関係者に
も読んでいただく予定である。
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Some Prospects for Enhancing Adoption in Japan, Part �：
Adoption Workers in Japan and the USA

ABSTRACT

Japanese adoption workers were compared with US adoption workers in terms of

their attitudes and feelings toward adoption triangles, blood kinship, and open ver-

sus closed adoption.

The results indicate that, compared to workers in Japan, US workers（１）empa-

thize more with the birth mother who relinquishes her child in the best interest of

the child；（２）empathize with the adoptee who thinks his/her birth mother is as im-

portant as his/her adoptive mother；（３）are more likely to prefer open adoption；

（４）are more likely to accept that adoptive families will have some handicap because

they are not related by blood; but（５）that US workers are less likely to think rela-

tionships between adoptees and adoptive parents are just like those between adop-

tees and their birth mothers.

Key Words: adoptions case worker, openness in adoption, blood kinship
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